
議案第２号 

   条例案に対する意見について 

 

  令和７年11月27日提出  岩手県人事委員会 委員長  渡辺 正和 

 

第１ 趣旨 

   令和７年12月岩手県議会定例会に提出された次に掲げる条例案について、

岩手県議会から地方公務員法第５条第２項の規定に基づき意見を求められ

たので、別紙のとおり回答しようとするものである。  

 

第２ 意見を求められた条例案 

 １ 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（議案第

11号） 

 ２ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例（議案

第12号） 

 ３ 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（議案第13号） 

 ４ 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（議案第

14号） 

 ５ 会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（議案第15

号） 

 ６ 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（議案第22

号） 

 ７ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一

部を改正する条例（議案第23号） 
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人 委 職 第  号  

令 和 ７ 年 12月 ３ 日  

 

 岩手県議会議長 城内 愛彦 様 

 

岩手県人事委員会          

委員長 渡辺 正和        

 

 

条例案に対する意見について（回答） 

 令和７年11月26日付け議第146号により意見を求められた下記条例案については、適当なものと

認められます。 

記 

 議案第11号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第12号 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第13号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第14号 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第15号 会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第22号 市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 議案第23号 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改

正する条例 
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